
別記第三十二号様式（第二十条，第二十一条，第二十二条，第二十四条，第二十五条，第四十四条関係）（平2法省令15・全改、平3法省令27・平23法省令43・一部改正） 在留資格証明書官用欄 男 1氏名女 2生年月日年月日 3国籍・地域 日本国法務省 官用欄官用欄 注意 1本証明書は、在留資格関係申請をする場合に提示し て下さい。 2本証明書は、旅券に代わる証明書ではありません。 



 


